
遊ぼう　楽しい行事 
児童館 

「ぎふっこカード」ってなに?
子育て支援センター 

　児童館では、小学生・幼児親子を対象に次の行事
を開催しています。参加を希望される方はお申し込み
ください。 
　また、休館日の月曜以外は、卓球やオセロゲーム、紙
芝居などを楽しむこともできますので、ぜひ遊びにきてく
ださい。 

＜小学生行事＞ 
　１０：００～ 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
　１０：３０～ 

 
■手づくりクラブ 
　１１：００～ 

日（曜日） 

１日（水） 

２日（木） 

３日（金） 

４日（土） 

１８日（土） 

２６日（日） 

２日（土） 

１０日（日） 

※金魚の成育により日にちを変更する場合もあります 

１６日（土） 

６日（土） 

２０日（土） 

２８日（日） 

月 

 

 

４月 

 

 

 

 

５月 
 

 

 

６月 

申込み必要 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

日（曜日） 

１４日（木）・１５日（金） 

４日（木）・５日（金） 

月 

５月 

６月 

日（曜日） 

１２日（火） 

９日（火） 

月 

５月 

６月 

    行　　事　　名 

みんなで遊ぼう 

みんなで遊ぼう 

みんなで遊ぼう 

つくってみよう 

ボラクラブ 

母の日プレゼントづくり 

バドミントンあそび 

あかちゃん金魚すくい 

 

ボラクラブ 

父の日プレゼントづくり 

ボラクラブ 

つくってみよう 

　県では、子育て家庭を地域社会全体で応援する事

業「子育て家庭応援キャンペーン」として、『ぎふっこカ

ード』を交付しています。現在のカードの有効期限が３

月３１日までとなっています。 

　新たなカードが、県内在住の１８歳未満のお子さんが

いる全世帯に一律配布されることになりました。また、妊

娠中の方がいる世帯も対象となりました。 

【事業の内容】 

キャンペーン参加店舗でカードを提示すると、買い物の

スタンプ加算や割引などの「特典」や、買い物中のベビ

ーカー、幼児用椅子の無料貸出、ミルク用のお湯の提

供などの「応援」が受けられます。「特典」「応援」は参

加店舗ごとに異なりますので、ご利用前に必ずご確認く

ださい。 

【カードの配布方法】 

お子さんの幼稚園、保育所（園）、小・中高等学校を通

じて配布します。 

　お子さんが未就学児の場合は、出産届時、母子健診

時、各種予防接種時などの機会に配布します。 

【カード交付窓口】 

役場福祉健康課窓口、福祉健康センターまたは、岐阜

振興局振興課のキャンペーン事業受付担当窓口。キャ

ンペーン事業のホームページ 

http://www.pref.lg.jp/pref/s１１１２１/campaign/ 

【問合先】 

子育て支援センター岐阜振興局振興課　1２６４‐１１１１・

内線２１３ 

岐阜県総合政策課　1２７２‐１１１１・内線２０６１ 
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